
１、住民基本台帳法第11条第3項の規定による公表

閲覧年月日
閲覧請求をした国又は
地方公共団体の機関名称

令和6年8月28日 埼玉県総務部統計課長　福田　和有

２、住民基本台帳法第１１条の２第１２項の規定による公表

閲覧年月日 閲覧申請者 委託者 利用目的の概要

令和6年5月16日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
㈱野村総合研究所

常務執行役員　森沢　伊智郎
（NHK）テレビ視聴に関する調査 寿１丁目 16歳以上の日本人の男女

令和6年5月28日
（株）タイム・エージェント埼玉営業所

営業所長　鎌田　孝次
埼玉県企画財政部計画調整課

課長　村井　秀成
埼玉県が実施する「令和６年度県民満足度調査」の調査対象者を
抽出するため

末広３丁目、大字坂田
令和6年4月30日現在で満18歳以上の男女

個人　住所、氏名、生年月日

令和6年6月4日
（株）サーベイリサーチセンター
代表取締役　藤澤　士朗

内閣府政策統括官（防災担当）付参事菅
（調査企画担当）朝田　将

内閣官房が実施する「首都圏の住宅における感震ブレーカーの普
及状況等に関する調査」対象者抽出のため

大字下日出谷、大字坂田
2024年5月1日時点で満18歳以上の男女個

人

令和6年6月7日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
内閣府大臣官房政府広報室
政府広報室長　廣瀬　健司

「脳卒中や心臓病等に関する世論調査（附帯調査：食育）」実施の
ための対象者抽出

大字坂田 満18歳以上の日本人の男女

令和6年6月19日
一般社団法人　新情報センター

事務局長　山本　恭久

総務省統計局
統計調査部消費統計課長

田村　彰浩

総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽
出のため

東2丁目 2024年4月2日現在16歳以上の男女個人

令和6年6月19日
（株）サーベイリサーチセンター
代表取締役　藤澤　士朗

埼玉県県民生活部県民広聴課長
田辺　勝広

埼玉県が実施する令和６年度埼玉県政世論調査対象者抽出のた
め

末広1丁目、泉1丁目
令和6年6月1日現在で満18歳以上の男女個

人

令和6年8月29日
㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長　杉原　領治
日本銀行情報サービス局

局長　小牧　義弘
「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため 寿１丁目、寿２丁目 20歳以上の男女

令和6年10月16日
一般社団法人　新情報センター

事務局長　山本　恭久

総務省統計局
統計調査部消費統計課長

谷道　正太郎

総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽
出のため

南１丁目、南２丁目、朝日１丁目 2024年4月2日現在16歳以上の男女個人

令和6年11月12日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦

独立行政法人国立病院機構久里浜医療セン
ター

院長　松下　幸生

「令和６年度ゲーム依存（ゲーム行動症）・ネット依存の全国調査」
実施のための対象者抽出

下日出谷西１丁目 10歳以上79歳以下の日本人の男女

令和6年12月3日
一般社団法人　新情報センター

事務局長　山本　恭久
東京都立大学子ども・若者貧困研究センター

研究センター長　阿部　彩
子どもの所有物と体験調査 大字川田谷 令和6年4月2日現在0歳～17歳の男女個人

令和6年12月11日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
内閣官房アイヌ総合政策室

室長　松浦　克巳
「アイヌに対する理解度に関する国民意識調査」実施のための対象
者抽出

東2丁目 満18歳以上の日本人の男女

令和7年1月16日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
津田塾大学

学長　高橋　裕子
「子育て世帯にやさしい社会づくりに向けた全国調査」実施のため
の対象者抽出

坂田西１丁目、２丁目、３丁目 満1歳の日本人の男女

令和7年2月4日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
一般財団法人日本宝くじ協会

理事長　山口　一久
「宝くじに関する世論調査」実施のための対象者抽出 大字下日出谷 満18歳以上の日本人の男女

令和7年2月6日
一般社団法人　新情報センター

事務局長　山本　恭久

総務省統計局
統計調査部消費統計課長

谷道　正太郎

総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽
出のため

朝日２丁目 2025年4月2日現在16歳以上の男女個人

令和7年2月27日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
公益財団法人生命保険文化センター

代表理事　浅野　僚也
「２０２５年度生活保障に関する調査」実施のための対象者抽出 大字川田谷 満18歳以上79歳以下の日本人の男女

令和7年3月27日
一般社団法人　中央調査社

会長　境　克彦
NHK放送文化研究所世論調査部

部長　熊田　佳代子
「戦後８０年に関する意識調査」実施のための対象者抽出 西２丁目 18歳以上の日本人の男女

閲覧に係る住民の範囲

　令和6年4月から令和7年3月までの閲覧申出にかかる事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、次のとおり公

表します。

　桶川市住民基本台帳の閲覧状況について公表します。

閲覧に係る住民の範囲請求事由の概要

令和６年度全国家計構造調査の調査予定世帯を抽出するために作成する調査世帯単位区世帯一覧（調査地域に居
住している世帯の名簿）について、住民基本台帳に記載された情報を利用して作成することにより行政事務の効率化
を図るもの。

全国家計構造調査の調査単位区に設定された地域に居住している者

概 要

内 容


